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米主導の IPEF（インド太平洋枠組み）はアジアを惹きつけられるか 

 ～経済的利益は小さく魅力は乏しいなか､成功のハードルは極めて高いのが実情と言える～ 

第一生命経済研究所 経済調査部 

主席エコノミスト 西濵 徹（℡：03-5221-4522） 

（要旨） 

 世界の成長センターと期待されるアジア新興国では近年､様々なメガ FTAが構想されるなど取り込みが活

発化してきた｡ただし､米国はトランプ前政権が TPPからの離脱を決定し､バイデン現政権も TPP復帰に後

ろ向きの状況が続く｡一方で中国は CPTPPへの正式加盟のほか､デジタル経済面での影響力向上を狙う

動きをみせており､米バイデン政権は TPPに代わる枠組として IPEFを提唱した｡IPEFは貿易､サプライチェ

ーン､インフラ･脱炭素､税･腐敗防止を柱にする一方､協議を巡る議会回避を目的に関税引き下げを対象外

としている｡バイデン政権は大統領訪日時に正式発足を表明し､日本政府も歓迎する意向をみせるが､アジ

ア新興国には魅力の乏しいと判断されるなど､その成功のハードルは極めて高いのが実情と言える｡ 

 

ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）をはじめとするアジア新興国を巡っては、近年は世界経済の成長

センターとして期待を集めるなかで様々なメガＦＴＡ（自由貿易協定）の枠組が構想されるなど、経済

的な結び付きの強化を通じて成長を取り込む動きが活発化してきた。米国が離脱するも、日本が主導す

る形で最終合意に至るとともに発効したＣＰＴＰＰ（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先

進的な協定）のほか、一昨年末にインドが離脱する形で最終合意に至るとともに発効したＲＣＥＰ（東

アジア地域包括的経済連携協定）などはそうした動きの現れである。なお、米国はトランプ前政権の下

でＴＰＰからの離脱を決定したものの、政権交代が行われた後もバイデン現政権にとってＴＰＰ復帰の

ハードルは極めて高い状況が続いている。さらに、トランプ前政権の下では米中対立が激化したほか、

バイデン現政権においても米中対立の範囲が拡大している一方、アジア新興国においてはＲＣＥＰの交

渉などを通じて中国が関与を強める動きが活発化している。よって、バイデン政権としてはアジア新興

国への関与拡大に向けた取り組みが必要との認識が高まっていたと考えられる。こうしたなか、バイデ

ン政権は昨年 10 月末に開催された東アジアサミットにおいてＴＰＰへの復帰に代わる枠組として、米

国が主導する新たな構想（ＩＰＥＦ（インド太平洋経済枠組み））を発表した。バイデン政権がＩＰＥＦ

を立ち上げた背景には、中国が昨年９月にＣＰＴＰＰへの加盟申請を正式に表明するなど（注１）、アジ

ア太平洋地域におけるメガＦＴＡへの関与に前のめりになる動きをみせていることがある。さらに、中

国は昨年 11 月にはシンガポールなどが主導するＤＥＰＡ（デジタル経済パートナーシップ協定）への

加盟申請も正式に行うなど、アジア太平洋地域においてデジタル経済分野の主導権を取る動きもみせて

いる。こうしたことから、米バイデン政権としては想定外の速さで中国が関与を強めるなかでアジア太

平洋地域への影響力維持に向けた取り組みを前倒しせざるを得なくなったと考えられる。他方、米国で

                                                   

注１ 2021年９月 17日付レポート「中国によるＣＰＴＰＰ加盟の正式申請を如何にみるか」 

  （https://www.dlri.co.jp/report/macro/162252.html） 
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は昨年７月にＴＰＡ（大統領貿易促進権限）が失効しており、他国と新たな貿易協定の締結に際して連

邦議会の承認プロセスが必要であり、今年は 11月に中間選挙を控えるなかでバイデン政権及び与党（民

主党）にとって逆風となるため、ＩＰＥＦはあくまで連邦議会を『迂回』すべく貿易協定ではなく、枠

組レベルのものとならざるを得ない事情がある。なお、ＩＰＥＦにおいては①公正で強靭な貿易、②サ

プライチェーンの強靭性、③インフラ、脱炭素、クリーンエネルギー、④税と腐敗防止の４分野を柱に、

分野ごとに合意形成を模索する『モジュール型』の枠組を想定している模様であり、それに伴い連邦議

会の関与を回避する狙いがうかがえる。ただし、その結果としてＩＰＥＦでは関税の引き下げといった

従来の経済連携協定などで盛り込まれる内容は交渉の対象外とされており、仮にＩＰＥＦに加盟した場

合においても米国市場へのアクセスが改善するとは限らない状況となっている。こうしたことから、今

月 13 日に開催された米国とＡＳＥＡＮとの特別首脳会議の場において、米バイデン大統領はＩＰＥＦ

を紹介した模様であるが、明確に関心を示したのはシンガポールとフィリピンだけであり、会議の共同

声明においてＩＰＥＦは言及されていない。米バイデン政権としては、今月 22～24 日のバイデン大統

領の訪日に併せてＩＰＥＦの発足を正式表明する姿勢をみせており、日本政府はこれを歓迎する姿勢を

表明しているものの、上述の状況を勘案すればアジア新興国にとってＩＰＥＦは魅力的なものとはなっ

ていないと捉えられる。他方、米バイデン政権及び民主党を巡っては中間選挙での厳しい状況も予想さ

れるなか、次期政権の行方如何では構想そのものが『宙ぶらりん』な状態となる可能性も考えられるな

ど、その成功は極めて難しい状況にあると判断出来る。 

以 上 


